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平成 23 年 4 月 28 日

都道府県医師会

介護保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

三 上 裕 司

東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護事業の

人員等に関する基準の施行について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は介護保険制度運営並びに東日本大震災に係る各種対応等に関し、格別のご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、被災地における訪問看護の提供については、添付の厚生労働省事務連絡におい

ては、既存の事業所を拠点とし、当該事業所に看護師を派遣することで、事業所規模の

拡大を図る等により必要なサービスを確保することが重要であるとされております。

しかしながら、今回の震災においては、被災状況が地域により異なることから、サー

ビスの柔軟な提供を可能とするため、①他の介護サービスと同様、既存の事業所の人員

基準について柔軟な取扱いを可能にすること、②サテライト事業所の活用、③サービス

の確保が著しく困難である離島その他一部の地域（以下、特例居宅介護サービス費対象

地域）における人員基準を満たさない場合のサービス提供等を可能としているところで

あります。本来であればこのような取扱いによりサービスを提供すべきでありますが、

今般の震災によって新たにサテライト事業所の設立が困難であり、かつ特例居宅介護サ

ービス費対象地域に該当しない地域である場合の特例的な取扱いとして、特例省令を制

定し、本年４月２２日付けで施行されることとなりました。

当該省令の内容といたしましては、災害救助法が適用された市町村の区域（東京都の

区域を除く）内に所在する基準該当サービス等の訪問看護のサービス事業所ごとに置く

べき保健師、看護師または准看護師の員数は、常勤で１名以上とし、当該措置は平成２

４年２月２９日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間、適用されます。

なお、本件につきましては、社会保障審議会介護給付費分科会の報告において、当該

措置は東日本大震災に対処するための特例措置であり、この限りの取扱いとするべきで

あるとしております。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の地区医師

会への周知方宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

（添付資料）

・「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関

する基準の施行について」の送付について

（老老発0422第1号 平23.4.22 厚生労働省老健局老人保健課長通知）

以上
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老老発0422第1号
平成23年4月22日

社団法人日本医師会会長

　原中　勝征　殿

厚生労働省老健局老人保健課幕舗

　　　　　　　　　　　　　　　　　一弾
　　　　　　　　　　　　　f㌦1・論議一聯が

「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運

　　　　　営に関する基準の施行について」の送付について

　標記につきましては、別添の通知を平成23年4月22日付けで各都道府県

知事宛て送付しましたので、お知らせいたします。

　つきましては、通知の趣旨をご理解の上、引き続きご協力下さいますよう

お願い申し上げます。



老発0422第1号
平成23年4月22日

各　都道府県知事　殿

　　　　　　　　　ド1帰7一』　l　I眠ノ建
　　　　　　　　　鴇blわq・磁ζ“
厚生労働省老健局畢繕懸1剛塗
　　　　　　　　　1・ミ「口口俘二こ｝

　　　　　　　　　　　　　　　　チ

東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備

　　　　　　及び運営に関する基準の施行について

　東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成23年厚生労働省令第53号。以下r基準省令」という。）が、本日

公布及び施行されたところである。

　制定の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴職においては、その旨御了知の

上、貴都道府県内の市町村等の保険者への周知徹底を図られたい。

記

1　基準省令の内容

（1）基準該当訪問看護の人員基準について（第1条第1項関係）

　介護保険法（平成9年法律第123号）第42条第1項第2号に規定する基準

該当居宅サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービス（東日本大震

災に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域（東

京都の区域を除く。以下「特定被災区域」という。）内に所在する事業所におい

て行われるものに限る。以下「基準該当訪問看護」という。）の事業を行う者が、

当該事業を行う事業所（病院又は診療所を除く。）ごとに置くべき保健師、看護



師又は准看護師の員数は、常勤で1以上とすること。

（2）当該措置の期間について（第1条第2項関係）

　当該措置は、平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災．

害救助法第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣

が定める日までの問適用すること。

（3）基準該当訪問看護の設備及び運営に関する基準について（第2条関係）

　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第37号）第4章（同令第60条の規定を除く。）の規定は、基準該当訪

問看護の事業を行う事業所について準用すること。

2　施行期日

　　基準省令は、公布の目から施行することとしたこと。
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〔
省

令
〕

○
総
務
省
所
管
補
助
金
等
交
付
規
則
の
｝
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
総
務
三
九
）

○
登
記
箏
務
委
任
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
法
務
一
五
）

○
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
厚
生
労
働
五
一
）

○
旧
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

m
麟
蝋
闘
囲

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
農
林
水
産
二
七
）

○
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
施
行
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
経
済
産
業
二
一
）

〔
告

示
〕

○
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
第
六
十
二
回
全
国
植
．

　
樹
祭
に
御
臨
場
に
な
る
件
（
宮
内
庁
四
）

O
写
真
機
類
卸
売
業
に
お
け
る
景
品
類
の
提

　
供
の
制
限
に
関
す
る
公
正
競
争
規
約
を
廃

　
止
し
た
件
（
公
正
取
引
委
・
消
費
者
庁
二
）

○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
」

　
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
補

　
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
所
務
を
消
防
庁

　
長
官
に
委
任
し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
総
務
一
六
〇
）

三三

○
除
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
二
〇
四
）
一

〇
不
動
産
登
記
規
則
第
三
十
六
条
第
｝
項
第

　
こ
号
等
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
所
を
指
定

　
す
る
件
（
同
二
〇
五
）

○
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に

　
関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
証

　
を
し
た
件
（
同
二
〇
六
、
二
〇
七
）

○
国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館

　
等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法

　
律
に
基
づ
く
告
示
（
外
務
一
七
一
）

○
薬
事
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

　
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品

　
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
厚
生
労
働
一
四
四
）

○
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生
物
由
来
製

　
品
及
び
特
定
生
物
由
来
製
品
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
一
四
五
）

○
薬
事
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　
に
基
づ
き
希
少
疾
病
用
医
薬
品
を
指
定
し

　
た
件
（
同
一
四
六
）

○
へ
い
殺
畜
等
手
当
金
及
び
へ
い
殺
畜
等
焼

　
却
埋
却
費
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
農
林
水
産
八
四
一
）

○
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の

　
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

　
る
法
律
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

　
同
項
の
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利

　
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
等
を
指
定

　
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
八
四
二
）

○
気
象
測
器
の
型
式
を
証
明
し
た
件

　
（
気
象
庁
六
）

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

　
す
る
法
律
第
九
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き

　
確
認
機
関
の
名
称
を
変
更
す
る
件

　
（
海
上
保
安
庁
九
四
）

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

　
す
る
法
律
第
九
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き

　
確
認
業
務
を
行
う
事
業
場
を
変
更
す
る
件

　
（
同
九
五
）

　
○
海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
を
実
施

　
　
す
る
件
（
防
衛
九
三
～
九
六
）

　
○
海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
及
び
試

　
　
験
並
び
に
水
上
標
的
に
対
す
る
射
爆
撃
訓

　
　
練
及
び
試
験
を
実
施
す
る
件
（
同
九
七
）

　
○
海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
及
び
水

　
　
上
標
的
に
対
す
る
射
爆
撃
訓
練
を
実
施
す

　
　
る
件
（
同
九
八
）

　
○
海
上
に
お
け
る
水
上
標
的
に
対
す
る
射
爆

　
　
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件
（
同
九
九
）

　
○
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想

　
　
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
件

　
　
　
（
東
北
地
方
整
備
局
八
六
、
八
七
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件
（
同
八
八
、
八
九
）

　
○
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
　
　
（
中
部
地
方
整
備
局
九
七
、
九
八
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
中
国
地
方
整
備
局
八
六
～
八
九
）

　
○
千
代
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
外
の
一
級

　
　
河
川
に
関
す
る
件
（
同
九
〇
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
四
国
地
方
整
備
局
四
五
、
四
六
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
（
九
州
地
方
整
備
局
九
（
U
、
九
一
）

　
○
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件
（
同
九
二
）

三四五六七

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
府
　
海
上
保
安
庁

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
官
庁
事
項

牧
港
補
給
地
区
の
一
部
土
地
に
関
す
る
裁
決

の
申
請
等
に
関
す
る
公
告
（
防
衛
省
）

　
　
　
　
　
労
　
　
働

　
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

　
　
（
厚
生
労
働
省
）

　
　
　
　
　
国
家
試
験

　
薬
剤
師
試
験
委
員
の
公
告
（
厚
生
労
働
省
）

七／、九
、δ

（⊃二二二

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
適
格
機
関
投
資
家
、
押
収
物
還
付
、
財
団
、

　
司
法
書
士
・
司
法
書
士
法
人
懲
戒
処
分
、

　
鉱
業
法
第
一
八
九
条
関
係

裁
判
所

　
相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

　
破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

　
参
議
院
共
済
組
合
定
款
の
｝
部
変
更
、
出

　
品
預
証
書
紛
失
に
伴
う
証
書
の
無
効
関
係

地
方
公
共
団
体

　
教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

二二三一三一
天

三
〇
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○
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
三
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四

十
二
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る

た
め
の
基
準
該
当
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
細
川
　
律
夫
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東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
基
準
該
当
訪

　
　
　
問
石
護
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

　
　
　
る
基
準

第
一
条
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居

　
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
訪
問
看
護
又
は
こ
れ
に
相
当

　
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法

　
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た

　
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
「
特

　
定
被
災
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
所
在
す
る
事
業
所
に
お

　
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
基
準
該
当
訪
問

　
看
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
が
、
当
該
事
業
を

　
行
う
事
業
所
（
病
院
又
は
診
療
所
を
除
く
。
）
ご
と
に
置

　
く
べ
き
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
員
数
は
、

　
常
勤
で
一
以
上
と
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
ま

　
で
の
間
に
お
い
て
特
定
被
災
区
域
に
お
け
る
災
害
救
助

　
法
第
二
条
に
規
定
す
る
救
助
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事

　
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
の
闇

　
適
用
す
る
。

第
二
条
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備

　
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第

　
三
十
七
号
）
第
四
章
（
同
令
第
六
十
条
の
規
定
を
除
く
。
）

　
の
規
定
は
、
基
準
該
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事　　務　　連　　絡

平成23年4月22日

各都道府県及び市町村等介護保険主管課（室）　御中

厚生労働省老健局老人保健課

東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び

運営に関する基準の制定にともなう実施上の留意点について

「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成23年厚生労働省令第53号。以下「基準省令」
　　　　　　　ヌという。）」については、本日、公布・施行されたところであるが、この

実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のない

よう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

第1趣旨
　　被災地における訪問看護の提供については、既存の事業所を拠点とし、当

　該事業所に看護師を派遣することで、事業所規模の拡大を図り、訪問看護師

　の緊急事態に即応した迅速な対応をするなど、必要なサービスを確保するこ

　とが重要である。

　　しかしながら、被災状況が地域により異なることから、サービスの柔軟な

　提供を可能にするため、①他の介護サービスと同様、既存の事業所の人員基

　準について柔軟な取扱を可能にすること、②サテライト事業所の活用、③サ

　ービスの確保が著しく困難である離島その他一部の地域（以下「特例居宅介

　護サービス費対象地域」という。）における人員基準を満たさない場合のサ

　ービス提供などを可能としている。

　　本来は、こうした取扱いによりサービスを提供すべきであるが、今般の震

　災によって、新たにサテライト事業所の設立が困難であり、かつ、特例居宅

　介護サービス費対象地域に該当しない地域である場合の特例的な取扱いとし

　て、特例省令を制定し、所要の措置を講じることとする。



第2　対象

　　東日本大震災に際し、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用され

　た市町村の区域（東京都の区域を除く。）において、基準該当サービスに該当

する訪問看護又はこれに相当するサービス（以下、基準該当訪問看護サービス）

　として、市町村が必要と認めた場合に限り、特例居宅介護サービス費を支給す

　ることができることとする。

第3　期間

　　平成24年2月29日までの間において、災害救助法による救助の実施状況

　等を勘案して厚生労働大臣が定める日までの期間に限る。

第4　人員・設備・運営に関する基準について

　1　人員に関する基準

　　①員数
　　　　　基準該当サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービス

　　　　の事業を行う者（基準該当訪問看護事業者）が当該事業を行う事業所

　　　　ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は常勤で1名以上

　　　　とする。

　　②管理者
　　　　　基準該当訪問看護事業者は、常勤、専従の管理者をおかなければな

　　　　らない。また、管理者は、保健師又は看護師でなければならない。

　2　設備、運営に関する基準

　　　基準該当訪問看護事業者の設備、運営に関する基準については、指定訪

　　問看護事業所の基準と同様である。

～

第5　特例居宅介護サービス費の額について

　　特例居宅介護サービス費の額は、介護保険法（平成9年法律第123号）第

　42条第2項において、居宅介護サービス費の額を基準として市町村が定める

　こととされているが、基準該当訪問看護は、指定訪問看護事業者が満たすべき

基準の全てを満たすことができない事業者によって行われることに鑑み、居宅

介護サービス費の額を超えることは適当でない。

　　なお、特例居宅介護サービス費の支給に当たっては、居宅要介護被保険者に

対して償還払することが原則であるが、あらかじめ市町村と基準該当訪問看護

事業者との間で代理受領の契約を行った上で、利用者から委任を得ることによ

　り、現物給付に準じた取扱いが可能である。



第6　基準該当訪問看護事業者の登録

　1　基本的考え方

　　　居宅要介護被保険者が基準該当訪問看護を利用した場合に支給される特

　　例居宅介護サービス費については、居宅要介護被保険者の給付申請に基づ

　　き、市町村がそのサービス提供に至る手続き等を確認するとともに、サー

　　ビス内容を審査した上で支払われることが原則である。

　　　しかしながら、被災地においてこうしたサービスを安定的に供給するた

　　めには・基準省令に規定する基準を満たす事業者であって、当該市町

　　村で繰り返しサービスを提供することが想定されるものについて、あ

　　らかじめ登録を行っておくことが適当である。

　　　なお、登録に当たっては、以下に掲げる事項の提出を求めることが望ま

　　しい。

　　（1）事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部

　　として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）

　　の名称及び所在地
　　（2）当該申請に係る事業の開始の予定年月日

　　（3）事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写

　　し
　　（4）その他登録に関し市町村が必要と認める事項

（※例　運営規程、利用者からの苦情を処理するために講ず

　　る措置の概要、当該申請に係る事業に係る従業者の勤務

　　の体制及び勤務形態等）

2　厚生労働省への情報提供

　市町村は、別添様式の内容について、厚生労働省へ情報提供すること。



1．基準該当訪問看護サービス費の支給事業所

申請者名

代表者名 代表者の住所

事業所名 事業所の住所

保健師・看護師数 実人員数（　　　）人　　　常勤換算数※（　　　）人

准看護師数 実人員数（　　　）人　　　常勤換算数※（　　　）人

営業日 営業時間

登録年月日 事業開始年月日

基準該当事業所番号

v※従事者の1週間の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき1週間の時間数（1週間の時間数が

32時間を下回る場合は32時間）を除した値とする。

2．基準該当訪問看護サービス費の支給事業所による提供サービス

営業日数 月中 日

サービス利用延回数 算定実人員数

サービス受

去ﾒ実人員
@　数

　　日中

i8時～18時）

夜間・深夜・

@早朝
i18時～8時）

緊急時訪問

ﾅ護加算
i相当）注①

特別管理加

@　算
i相当）注②

ターミナル

Pア加算
i相当）注③

その他
ﾌ加算（　　　　）

合C

　　費用
i保険請求額

yぴ利用者負
S額の合計を
@記載）

要介護1 人 回 回 人 人 人 人 円

要介護2 人 回 回 人 人 人 人 円

要介護3 人 回 回 人 人 人 人 円

要介護4 人 回 回 人 人 人 人 円

要介護5 人 回 回 人 人 人 人 円

注①利用者等から電話等により看護に関するに関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、必要に応じ

て訪問看護を提供できる体制を評価した訪問看護費における「緊急時訪問看護加算」に類する加算を含む。

注②気管カニユ二一レ・ドレーンチューブ・留置空テーテルを使用している状態などの者に対し、訪問看護の実施に関する

計画的な管理を行った場合を評価した訪問看護費における「特別管理加算」に類する加算を含む。

注③24時間連絡が取．れる体制等に至り・在宅で死亡した利用者について、その死亡日前14日以内に2回以上タ＿ミナル

ケアを行った場合等の評価した訪問看護費におけるrターミナルケア加算」に類する加算を含む。

注④市町村が独自に定めた加算等がある場合には（　）内に名称を記載し、複数ある場合には用紙をコピーし記入し
て下さい。


